
公共下水道受益者負担金
　公共下水道が整備された区域内の土地の所有者
または権利者に、一度限り負担してもらうものです。

▼金額　１㎡あたり350円
※１筆あたりの上限額は15万円

▼手続き　対象者には７月中に申告書を送付します
ので、内容を確認後、記名・押印して返送してくださ
い。その後、８月中旬に決定通知書と納付書をお送り
します。（昨年度以前に決定した負担金は、８月から
納期ごとに納付書を送付します）
下水道が使えるようになったら…
　各家庭の台所や浴室などからの排水は、速やかに
下水道に接続してください。浄化槽を設置している

人は６カ月以内に排水設備を設置して下水道に接続
しましょう。また、くみ取り式トイレの人は、３年以
内に水洗トイレに改造しましょう。
◉下水道への接続工事は、町の指定工事店（一覧は
町ホームページに掲載）に申し込んでください。
融資あっせん制度
　下水道が使えるようになってから３年以内に行う
接続工事について、金融機関に融資をあっせんし、
町が利子を負担する制度です。
下水道使用料
　下水道を使い始めると下水道使用料が必要にな
ります。
問上下水道課下水道業務係　☎９８５―４１２６

堅田住宅

堅田橋

黒田保育所

北黒田公民館

北黒田郵便局

（北黒田地区）

黒田公園

伊予連合農協青果

（南黒田地区）

◀◀◀

公共下水道を整備します

◀◀◀

下水道に接続しましょう

　町民の皆さんの快適な生活を支えるため、本年度も公
共下水道の整備を予定しています。
　公共下水道工事  （管

かん

渠
きょ

整備と整備に伴う上水道管工
事 ・舗装復旧工事 ）を行う場所は、次の図の通りです。

　工事中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。下水道の供用開始区域は、町ホームページをご確認
ください。
問上下水道課　下水道工務係　☎９８５―４２３１
　　               下水道業務係　☎９８５―４１２６
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▼
軽
減
内
容　

　

対
象
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を

１
０
０
分
の
30
と
し
て
国
保
税
を
算
定

▼
軽
減
期
間

　

失
業
し
た
日
が
▽
平
成
25
年
３
月
31

日
～
26
年
３
月
30
日
↓
27
年
３
月
ま
で

▽
26
年
３
月
31
日
～
27
年
３
月
30
日

↓
28
年
３
月
ま
で�

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑

（
シ
ャ
チ
ハ
タ
以
外
）�

�

▼
申
請
先
　

　

税
務
課
町
民
税
係
、
保
険
課
医
療
保

険
係�

�
�

問
税
務
課
町
民
税
係�

�
�

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

　

働
く
能
力
も
意
思
も
あ
る
の
に
、
雇

用
機
会
が
な
い
た
め
失
業
し
た
場
合

で
、
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
た
人
は
、
国
保
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
者

①
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
の
人　

②
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職（
特

定
受
給
資
格
者
）ま
た
は
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
離
職（
特
定
理
由
離
職
者
）で

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１
面

﹁
離
職
理
由
﹂欄
の
コ
ー
ド
が
次
の
人

<

特
定
受
給
資
格
者
理
由
コ
ー
ド>

　

11
、
12
、
21
、
22
、
31
、
32

<

特
定
理
由
離
職
者
理
由
コ
ー
ド>

　

23
、
33
、
34�

�
�

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
で
離
職
し
た
人
は

国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

納期限 口座振替日
1 期 26 年 7 月 31日㈭ 26 年 7 月 25 日㈮
2 期  9 月1日㈪ 8 月 25 日㈪
3 期 9 月 30 日㈫ 9 月 25 日㈭
4 期 10 月 31日㈮ 10 月 27 日㈪
5 期 12 月1日㈪ 11月 25 日㈫
6 期 12 月 25 日㈭ 12 月 25 日㈭
7 期 27 年 2 月 2 日㈪ 27 年 1月 26 日㈪
8 期 3 月 2 日㈪ 2 月 25 日㈬
9 期 3 月 31日㈫ 3 月 25 日㈬

平成 26 年度  

各種保険料の納付期限

　年度途中に支払い方法が普通徴収か
ら特別徴収（年金天引き）に変わる人もい
ます。詳しくは 7 月中旬に送付する保険
料額決定通知書で確認してください。

　介護保険料と後期高齢者医療保険料（普
通徴収）の納期限は次の通りです。

問保険課保険料係　☎ 985︲4227

平成27年

成人式実行委員募集

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
も
新
し
く
な
り
ま
す

　

医
療
機
関
で
の
医
療
費
が
減
額
さ

れ
る﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
﹂も
有
効
期
限
は
７
月
31
日

（
木
）
で
す
。
す
で
に
認
定
証
を
持
ち
、

次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
保

険
証
と
一
緒
に
送
り
ま
す
。
新
た
に
交

付
が
必
要
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
要
件　

①
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

②
26
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

問
保
険
課
医
療
保
険
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
７

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
青
色
）
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日（
木
）で
す
。

　

８
月
１
日（
金
）か
ら
は
、
新
し
い
保

険
証（
オ
リ
ー
ブ
色
）に
変
わ
り
ま
す
。

▼
対
象
者

　

75
歳
以
上
の
人
と
65
歳
以
上
74
歳
未

満
で
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人（
申
請

に
よ
り
、
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
人
）

▼
一
部
負
担
割
合　

　

１
割
ま
た
は
３
割（
平
成
25
年
中
の

所
得
に
よ
っ
て
決
定
）

▼
交
付
の
時
期　

　

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
直

前
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
皆
さ
ん
へ

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す    

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税︵
第
１
期
分
︶

　

所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定

納
税（
第
１
期
分
）
の
納
期
限
は
７
月

31
日（
木
）
で
す
。
予
定
納
税
が
必
要

な
人
に
は
、
６
月
中
旬
に
税
務
署
か
ら

予
定
納
税
額
を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、

同
日
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
に

残
高
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
な
い
人
は
、

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
や
税
務
署
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
電
子
納
税
も
利
用
で
き

ま
す（http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

）。

問
松
山
税
務
署

☎
９
４
１
―
９
１
２
１

▼ 募集人員　15人程度

▼応募資格　次の全てを満たす人
①町内に住民登録がある人
②平成６年４月２日から７年４月１日
までに生まれた人
③実行委員会（夜間、月２回程度）と
成人式当日（27年１月11日（日））に出
席できる人

▼活動期間　９月下旬～当日

▼活動内容　お祝いイベントの企画と
進行、プログラムのデザイン、記念品選定

▼申し込み方法　電話かFAXで住所、
氏名、電話番号を連絡してください。

▼締め切り　７月31日（木）

▼申込先　社会教育課生涯学習係
☎９８５―４１３５

ＦＡＸ９８５―４１４９

平成 26年度
まさき町夏祭り    

問まさき町夏祭り実行委員会
（松前町商工会内）

☎９８４ー１４２７
※前夜祭のこと
松前町文化協会事務局
☎９８５ー１３１３

　塩屋海岸では、10 時 （予定）か
ら、はんぎり競漕、はんぎりトラ
イアスロンを行います。
　松前公園では、子どもフェスタ、
夜市、ビアガーデンを開催します。
18 時 45 分からはまさき音頭を行
い、フィナーレは花火でしめくくり
ます。
　また、前日の 1 日㈮には前夜祭
として、松前公園体育館では 13
時からカルタ取り大会を、松前総
合文化センターでは、18 時 30 分
からは、のど自慢・腕自慢のつど
いを行います。

はんぎり競漕　
　中学生、高校生、社会人や企
業などから個人・チームを募集し
ています。
・はんぎり競漕（個人・団体）
・はんぎりトライアスロン（個人）

まさき音頭
　一般、企業や各地区などから、
チーム（連）を募集しています。

イベント
出場者募集

前夜祭
出場者募集

8月2日�　10 時～ 21 時 30 分

塩屋海岸、松前公園

締め切り　7 月 17 日㊍

のど自慢・腕自慢のつどい　
　歌、踊りなどを披露する個人・
団体を募集しています。
締め切り　7 月 15 日㊋

26
年
度
の
申
請
７
月
１
日︵
火
︶ス
タ
ー
ト

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な
い
場

合
な
ど
に
利
用
で
き
る
保
険
料
の
免
除

制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
障
が
い
や
死
亡
な
ど
不
慮
の
事

態
が
発
生
し
た
と
き
に
、
障
が
い
年
金

や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

過
去
の
未
納
分
に
つ
い
て
も
、
申
請

の
２
年
１
カ
月
前
分
ま
で
、
遡
及
し
て

免
除
申
請
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

※
将
来
の
年
金
を
受
け
取
る
と
き
、
免

除
期
間
分
は
減
額
対
象
と
な
り
ま
す
。

10
年
以
内
な
ら
納
め
直
し（
追
納
）
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
所
得
審
査
対
象

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
度

所
得

※
離
職
し
た
場
合
は
、
離
職
票
な
ど
が

あ
れ
ば
、
離
職
し
た
本
人
の
所
得
は
０

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
認
印
、
離
職
票
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証（
離
職
に
よ

る
免
除
申
請
の
場
合
だ
け
）

▼
申
請
先　

　

松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６
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▼対象者 （全ての条件を満たす人）
①町内に１年以上住んでいること
②�同居する親族（婚姻関係と同様の
事情にある人や近く婚約する人を含
む）がいること。家族を故意または
不自然に分割、合併する世帯は申し
込みできません。
※次のいずれかに該当する人は単
身入居を認めます。
・60歳以上の人
◦身体障がい者（手帳１～４級）
◦生活保護者など
③�入居しようとする世帯員の収入月
額合計が、条例で定められた基準
内�（一般世帯158,000円）であるこ
と

④現在、住宅に困窮していることが
明らかなこと
⑤市町村税などを滞納していない
こと
⑥暴力団員でないこと
⑦町営住宅の明け渡しを求められ
たことがないこと
⑧入居契約時に家賃３カ月分の敷
金を納められること
⑨入居契約時に次の条件を全て満
たす２人の連帯保証人がいること
・町内に住んでいること
・入居申込者と同程度以上の収入
があること
・保証人同士が別世帯であること
・市町村税を滞納していないこと

▼家賃
　毎年度、入居者の所得状況など
から算定します。

▼申込書の交付・受付期間
　８月１日（金）～15日（金）
※申込書に世帯全員の住民票の写
し�（本籍地と続柄が記載されたも
の）、平成26年度（25年中の所得）
の所得証明書と市町村税の完納証
明書を添えて申し込みしてください。
※入居できるのは、10月以降となる
見込みです。

▼申込先　
　まちづくり課町営住宅係
　　　　　　☎９８５－４１２２

募集住宅名 住所 階層 部屋数 浴室 トイレ 駐車場 家賃

1 義農アパート 124 号 筒井 1360 ３階 ２Ｋ なし 水洗 なし 4,900 ～ 16,700 円

2 平松住宅 138 号 浜 880 １階 ２Ｋ なし 水洗 なし 5,000 ～22,000 円

3 平松住宅 146 号 浜 880 ３階 ２Ｋ なし 水洗 なし 5,000 ～22,000 円

4 平松住宅 149 号 浜 880 １階 ２Ｋ なし 水洗 なし 5,000 ～22,000 円

5 平松住宅 154 号 浜 880 ２階 ２Ｋ なし 水洗 なし 5,000 ～22,000 円

6 平松住宅 159 号 浜 880 ３階 ２Ｋ なし 水洗 なし 5,000 ～22,000 円

7 江川住宅 215 号 筒井 1260 ３階 ３ＤＫ あり 水洗 なし 12,400 ～ 34,000 円

8 江川住宅 304 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし 10,500 ～ 30,700 円

9 江川住宅 312 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし 10,500 ～ 30,700 円

10 江川住宅 316 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし 10,500 ～ 30,700 円

11 江川住宅 404 号 筒井 1260 ４階 ３ＤＫ あり 水洗 なし 11,100 ～28,600 円

※江川住宅には浴室がありますが、浴槽・給湯設備などは入居者負担となります。

※義農アパートと平松住宅のテレビ用アンテナは、入居者負担となります。

◀◀◀

町営住宅の入居者募集無
料
ク
ー
ポ
ン
で
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
と
が
ん

検
診
手
帳
を
６
月
末
に
対
象
者
に
郵
送

し
ま
し
た
。
検
診
の
受
け
方
や
医
療
機

関
は
、
同
封
し
た
案
内
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
子
宮
頸
が
ん
、
乳
が
ん
や
大
腸

が
ん
は
近
年
増
え
て
い
ま
す
が
、
早
期

に
発
見
す
れ
ば
治
療
可
能
で
す
。
ク
ー

ポ
ン
券
で
、ぜ
ひ
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者   （
平
成
25
年
４
月
２
日
～
26

年
４
月
１
日
に
次
の
年
齢
に
な
っ
た
人
）

①
子
宮
頸
が
ん　

20
歳
の
女
性

②
乳
が
ん　

40
歳
の
女
性

③
大
腸
が
ん　

40
、
45
、
50
、
55
、
60

歳
の
男
女

※
①
②
に
つ
い
て
は
、
21
年
度
か
ら
24

年
度
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
対
象
者
で
、ク
ー

ポ
ン
券
を
使
っ
て
各
が
ん
検
診
を
受
診

し
て
い
な
い
人
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
有
効
期
限　

27
年
２
月
28
日（
土
）

転
入
し
て
き
た
人
へ

　

対
象
者
で
４
月
20
日
以
降
に
転
入
し

た
人
は
、
前
住
所
地
の
ク
ー
ポ
ン
券
を

交
換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
健
康
課

保
健
セ
ン
タ
ー
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

転
出
す
る
人
へ

ク
ー
ポ
ン
券
が
届
い
た
後
に
、
ク
ー

ポ
ン
券
未
使
用
で
転
出
す
る
人
は
転
出

先
の
市
区
町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
健
康
課
保
健
セ
ン
タ
ー
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

❷
し
っ
か
り
か
め
る
自
分
の
歯
が
20
本

以
上
あ
る
人

❸
こ
れ
ま
で
同
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞
経

験
（
入
賞
含
む
）
の
な
い
人

❹
表
彰
式
に
参
加
で
き
る
健
康
な
人

（
11
月
予
定
）

▼
締
め
切
り　

７
月
18
日（
金
）

▼
応
募
先
　
健
康
課
保
健
セ
ン
タ
ー
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

県
は
、
80
歳
で
20
本
以
上
自
分
の

歯
を
持
つ
こ
と
を
目
標
に
、
歯
の
健
康

づ
く
り
運
動
８
０
２
０
（
ハ
チ
マ
ル
・

ニ
イ
マ
ル
）
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
運
動
の
一
環
と
し
て
、｢

元
気
歯

つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル｣

を
開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
者���

全
て
の
条
件
を
満
た
す
人

❶
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
、
満
80
歳

以
上
の
人

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
歯
を
持
つ
皆
さ
ん

元
気
歯
つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル
に
ご
応
募
く
だ
さ
い

※
他
に
も
募
集
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

応
募
に
つ
い
て
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
事
業
者
数　

１
事
業
者

▼
応
募
期
間　

８
月
１
日
（
金
）
～
29

日
（
金
）
の
執
務
時
間
中　

▼
受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
児
童
福
祉
係　

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
４

　

平
成
28
年
４
月
に
開
設
が
で
き
る
認

可
保
育
所
ま
た
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
の
設
置
・
運
営
事
業
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
要
件
　
27
年
度
内
に
認
可
保
育

所
ま
た
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

の
施
設
の
整
備
が
完
了
し
、
県
の
認
可

を
受
け
て
、
28
年
４
月
１
日
か
ら
必
ず

運
営
が
開
始
で
き
る
こ
と

設
置
・
運
営
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

認
可
保
育
所
ま
た
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

問町民課ごみ対策係  ☎ 985-4117

生ごみ減量は台所から、健康づくりは食事から

エコ＆ヘルシー料理教室

▲

対象　町内の小中学生と保護者（子どもだけの参加は不可）▲

日時　　7 月 26 日㊏　9 時 30 分～ 13 時▲

場所　松前町総合福祉センター2 階調理室▲

講師　　松前町保健栄養推進協議会の皆さん▲

募集人数　10 組（先着順）　

▲

参加費　　無料▲

持ち物　エプロン、三角巾、マスク、タオル、筆記用具、飲み物、
　　　　　マイはし▲

申し込み方法　　窓口、 ホームページにある申込書に必要事項
　　　　　　　         を記入して、ごみ対策係に提出してください。▲

締め切り　　7 月16日㊌

　町内の小中学生とその保護者を対象に、食材を無駄なく使
い切る調理法や保存方法など、生ごみを減量しながら健康な
体をつくる料理を学ぶエコ＆ヘルシー料理教室を開催します。

推進協議会は、松前町の特産品を
活用して環境にやさしく健康に役立つ
メニューを研究しているグループです。
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News

　5月26日、国土交通省・中予地方局・松前消防署・

消防団・役場などの水防活動に関係する団体が、町

の水防危険箇所のパトロールを行いました。

　このパトロールは、水防関係団体が連携を密にし、

水防活動が必要になったときに迅速に活動できるよ

うに、あらかじめ危険箇所を確認しておくものです。

　町内の危険場所は次の通りです。

 ●重信川の中川原橋付近・新田樋門付近（上高柳）

 ●長尾谷川の伊予鉄道橋梁付近（筒井）

 ●北黒田海岸　など　

梅雨や台風による水害を最小限に

水防パトロール vol. 20

　大雨・高潮などのときは、氾濫や越波の危険性が

高くなります。警報などが発表された場合は、役場か

らの情報に十分注意してください。

松前の
防災力
危機管理係☎ 985-4103

第64回

社会を明るくする運動
松前町大会

7月18日㊎ 13時 30 分～
松前総合文化センター  広域学習ホール

問福祉課障がい福祉係　☎ 985̶4155

　昭和26年から始まった法務省主唱のこ
の運動は、犯罪や非行のない明るい地域
社会を作るために実施しています。

○記念講演
　愛媛県更生保護会
　理事長
　佐伯正夫　さん

取り扱いを開始します

まさき町ロゴマーク入りポロシャツ

【取扱店】▲

ファッションハウスさかい（筒井291-7）　☎ 984-3000▲

日章（有）（徳丸 506-2）　☎ 984-7877

　町では、町のロゴマークを作成し、ポスターやＰＲグッズに活用して、
町内外に町の魅力を発信しています。
　7月より、ロゴマーク入りポロシャツを町内の店舗で取り扱うことにな
りました。購入を希望する場合は次の店舗までお問い合わせください。

※ロゴマークの位置は 「胸のみ」、「背中のみ」、「胸と背中」の3種類です。
※販売は注文販売です。店に在庫はありません。
※価格などは取扱店にお問い合わせください。
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